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査を充実させたといえるからである。

したがって,こ の国では,国勢調査

から得 られた統計数値が,当面の複雑

な社会問題に対 して単純明快な証拠を

提供するものとして,しばしば政治的

に活用されてもきた。

た とえば,奴隷解放運動のために書

かれたノン・ フィクションの刊行物で

ある『南部の危機』は,1850年国勢調

査の統計数値を最大限に活用 し́て書か

れており,そ のなかには,耳ヒ部の自由

諸州には14,911館 の冨書館があり,そ

の蔵書数は 3,888,234冊 にも及ぶのに

対 して,南部の奴隷諸州には 695館の

図書館 と 649,577冊 の蔵書数 しかない

といったことまで書かれていた。そし

て共和党はリンカーンを擁立 した大統

領選挙戦に際 して, この書物を10万部

も買い上げて配布 した と伝えられてい

る。

また,1907年の移民問題委員会の報

告書は,あ りとあらゆる統計を活用し

て,社会の諸悪をことごとく移民に結

びつけて論 じ,移民に対する当時の社

会的偏見をあらわにしたものとして著

名である。 こうして,1912年にはつい

に移民法が成立 し,移民制限の基準 と

して民族別の害il当 比率 (quOta)の 制

度が確立されたのであつた。

国勢続計の生産と流通

ところで,合衆国憲法が真に比類の

ないものであるのは,そ才しが国勢統計

の生産について規定していただけでな

く,統計情報の流通についても規定し

ていたことである。すなわち,態法 2

条 3節は「大統領は,時々連邦の状況

(the State Of the Union)に つき」
l青専長

を連邦議会に与え,ま た自ら必要にし

て良策なりと考える施策について議会

に対し審議を勧告する」と定めている。

これが今日では大統領の一般教書とし

て知られている制度であるが,こ れは

元来は,施政方針の説明とか法案審議

の勧告より以前に,議会に対する国勢

報告の制度であつた。

国家建設の当初から政治における情

報の機能をこれほどまでに重視し,情

報の公表についてこのような制度保障

を確立した国はほかにない。

歴代大統領の一般教書のコンテン

ト・アナリシスをしてみせたある研究

によれば,19世紀前半の一般教書に登

場する数量指標は 1教書平均 3指標に

すぎなかったのに対して,こ れが第二

次大戦以降には11指標になり,1961年

のケネディ大統領のそれでは実に28指

標を数えたという。
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ルーテ ィン・

日本の中央省庁の意思決定方式

法令・行政規則
の意思決定方式

政策の表示形式は法令・予算・計画・行政規則などの立法形式に限

定されていないことは,すでに第 14章の 1の (1)に おいて述べたとおり

である。 しかしながら,少なくとも施策・事業のレベルにまで具体化

され,すでに継続釣な業務 として実施されている政策に関するかぎり,

その主要な構成要素のほとんどは法令 。予算・計画・行政規則などの

立法形式に分散 して表示されている。

そこで,本章では, これらの立法形式のうちからまず法令 とこれに

類似の性質をもつ行政規則の場合を取り上げ, これらの案が日本の中

央省庁の内部で発案され決定されてい く仕組みについて′1既説 しておく

ことにしよう。

ところで, 日本の中央省庁の内部における政策立案の仕組みについ

ては,従来は日本独特の意思決定方式とされている菓議市Jと の関連で

論 じられてきた。そして, この粟議制は日常のルーティン・ワークに

かかわる意思決定か ら法令案の立案にかかわる意思決定にいたるまで

共通に適用されているものとして理解されていたので,従来の議論で

は, 日常のルーティン・ワークの意思決定方式 と法令案の立案の意思

決定方式とを区別 して論 じる必要を認めていなかつた。

しか し, このような理解は日本の中央省庁の意思決定方式の実態に

反 しているように思われるので,以下の解説では,よ り新 しい見解に

従い】 日常のルーティン・ワークの意思決定方式 と法令案の立案等の

重要事案の意思決定方式とを区別 して論 じている。

この.I、 たつの意思決定方式を区別することができるのであれば,第

14章か ら政策立案活動の方に視点を移 してきて |｀ るのであるから, こ

こではもつぱら法令案の立案等の重要事案にかかわる意思決定方式に

ついてだけ解説 しておけばよいともいえる。

だが,後述するように, 日本の中央省庁の文書管理規Rlで は,ルー

ティン・ワークに適用されている典型的な菓議制こそが文書処理の原

ワークと重要事案

原則と例外

一

一　

一

一
■

一■

ｉ

！
■

一
■

■

■
一■

●

一
■

■

●
■

一

．
■

●

ャ●

■

．■

一一

　

一一

，

一！
　

一
●
■

一
　

一
　

一
！
ぃ

一

，

＾
一“
一
．
「

・



一
一
・
一
・
　
一一
卜　
　
　
．一
一
一
一
一
・一ｉ
一

則灼な方式とされ,法令案の立案等の重要事案に適用されている変則

的な稟議制はあくまで例外的な方式とされているので, まずは典型的

な菓議制についての解説から始め, その上で変則的な菓議制について

の角♀説に移るの力潮贋当であろう。そしてまた,そ の方が従来の菓議制

論の理解と本章における拘子説との異同を鮮明にすることにもなるであ

ろう。

=
従来の菓議制論と意思決定方式の類型区分

(1)従来の菓議制論 |

稟議制は,経営学の小野豊日月'山城章,行政学の辻清明,そ し

て文化人類学の中根千枝などによって, 日本の公私の官僚制組織

に共通する独特の意思決定方式 として指摘され, これが広 く海外

にまで紹介・論評されてきたために,こ れに対してはとくに外国

の日本研究者たちから強い関心が寄せられてきた。

異議・真蔑書・  稟議・稟申・莫請 (現在では稟の俗字の票と書かれていることの
真議常け

方が多い)は いずれも,「上位の偉い方々の御意向をお伺いする」

という意味合いをもった古いことばである。かつては大臣等の裁

可を仰 ぐために上申する起案文書 (お伺い文書)の ことを菓議書

と呼んでいたので, この稟議書の起案から決裁にいたる一連の文

書処理方式のことを稟議制 と称 していた。

菓議・稟議書 といつた古語自体は,今日では銀行の貸付審査部

門などごく一部の世界を除いてほとんど使われていないのである

が,起案文書の起案・回議・決裁の文書処理方式は音 どおりであ

るために,こ の文書処理方式のことを引き続き稟議制 と称 してい

るのである。

異議制の定義   したがって,葉議需」とは, ある事案を担当している末端職員が

まずその事慕の処理方針を記載した文書を起案すると,その後は

この起案文書がしだいに上位の席次の者へと順次に回覧されその

)。 Z 第 16章 日本の中央省庁の意思決定方式  303

辻活明の

稟議帝」論

審議修正を受け, これら中間者すべての承認が得られたときに,

この成案をその事案の専決権者にまで上申してその決裁を仰 ぎ,

か くして専決権者の決裁が得られたときに,こ の事案の処理方針

は確定したことになるという文書処理方式のことである。

そして,中間者による承認および専決権者による決裁の意思表

示は起案文書上の所定補への押 E「 によってなされるので,批判の

意味を込めてハンコ行政 と俗称 されることもある。

ところで,日 本の行政機関における稟議制の実態について,こ

れを初めて体系的に紹介し論評 したのは,辻清明の論文「日本に

おける政策決定過程一―稟議制に関連して」であり, この論文に

表明されている菓議制に関する理解が行政機関の稟議制に関する

通説的な見解になっていた。

この論文では,日本の官僚制組織における意思決定のすべてが

上述のような莫議制で処理されているかのように記述されていた。

また, この莫議制では末端職員が起案文書を起案すること,そ し′

てほとんどの場合にはこれがそのまま承認され決載されているこ

とが指摘され,そ のことから,事案の処理方針を実質的に決定し

ているのは末端職員であるかのように解説されていた。そしてま

た,こ の莫議制では起案文書は机から机へ と順次に回覧され個別

に審議され,関係者が会議を開いて討論審議することは原只」では

ないと解説されていたので,日本の行政機関の意思決定では会議

が重要な役割を演じていないかのような印象を与えていた。

この菓議制論が日本の行政機関の意思決定の実態を正しく描写

しているのだとすれば,法令案の立案といつた類いの重要事案で

さえ,原案は末端担当職員によって起案され, これがほぼそのま

ま採択されていることになりそうである。そうであれば, これは

まことに驚 くべきことであつたとそれは少なくとも欧米諸国の行

政機関の意思決定方式 とはあまりにも大きくかけ離れていたので.

外国の日本研究者たちはこの稟議制論に大きな驚きを覚え, これ



に異常なまでの関心を寄せたのであつた。

井止誠―による  だが,辻清明の菓議制論はい くつかの点で大きな事実誤認をし
批判

ていたのであった。何よりもまず,上述のような典型的な稟議制

に従って意思決定がなされているのは,日常のルーティン・ ワー

クに属する事案処理についてだけであって,法令案の立案等の重

要事案についての実質的な意思決定はむしろ関係者間の会議にお

いておこなわれているのである。これらのことを明確に指摘し,

日本の中央省庁における意思決定方式の実態を詳細に解説してみ

せたのが,井上誠一『稟議制批判論についての一考察 :わ が国行

政機関における意思決定過程の実際』である。

井上は,キ ャリアの行政官として某省の総括補佐まで勤め上げ

ながら中途退職 したという職歴の持ち主であり,そ の豊富な実務

経験に基づいてこの論稿を執筆したのであった。以下,第 4節に

いたるまでの解説はこの井上の著作に全面的に依拠している。

(2)!意思決定方式の類型 :

そこでまず,日本の中央省庁で現に使用されている意思決定方

式の諸類型からみていくことにしよう。これを整理したのが図表

16-1で ある。

これをみれば明らかなように,ま ず第 1に ,すべての意思決定

が稟議書型でおこなわれているのではなく,非稟議書型の意思決

定 と称すべきものが存在する。しかも,予算の概算要求の決定と

か国会答弁資料の作成 といった,行政機関にとってもっとも重要

な事実の意思決定がこの非稟議書型に属していることに留意して

ほしい。

国会答弁資料の作成を行政機関の意思決定事案のひとつとして

取 り上げていることには違不風感を覚えるかもしれない。だが,国

会の委員会審議において議員質問に対 して大臣以下の政府側がお

こなう答弁は,質問事項に関する当該省庁の状況認識のみならずヶ

これに関連した法令等の解釈・運用方針を公式に表明するもので

粟議書型と

非翼議書型

第 16章 日本の中央省庁の意思決定方式  ぅ。>
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図表16-1 意思決定方式の諸類型

類 型 区 分 具  体   例

順次回覧型と

持回り型

法規裁量型行政処分の決定

票 議 善 型
法 令 案 ,要 綱 の 決 定
便宜裁量型行政処分の決定

予 算 の 概 算 要 求 の 決 定
国 会 答 弁 資 料 の 作 成

非票議書型 生産者米価の政府試算の決定

会議への出欠席に関する決定

(出所)井上誠―『薬議制批判論についての一考察手財団法人行政管理研究センター

1981年 c

あることが多いのであって,そ れは広義の政策の表明にほかなら

ないのである。

法律の制定改廃にかかわる議案を国会に提出している場合には,

あらかじめ詳細な想定F巨民答集を作成しているのが通例であって,

この法案が可決成立した後に出版される新法の逐条解説書は, こ

の想定間答集を基にして執筆されていると考えてよい。

次に,菓議書型は順次回覧型 と持回り型の 2種類に分けられる

ことに注意してほしい。各省庁の文書管理規貝U類 を調べてみると,

意思決定は原則 としてすべて

"贋

次回覧型の文書処理方式によるべ

きことを定め, もうひとつの持回り型で文書を処理しようとする

場合には,あ らかじめ官房文書課の承認を得ることを要求してい

る。

ところが,法令案・通達案・要綱案の立案 とか,財団法人の認

可 といった裁量領域の広い便宜裁量 (自 由裁量)型の許認可処分

などの重要事案の決定は,実際にはほとんどつねに,文書管理規

則上はあくまで例外的な文書処理方式とされている持回り型の方

処理方式特定型

処理方式非特定型

順 次 回 覧 決 裁 型

持 回 り 決 裁 型

文書型

型頭国



式で処理されているのである。その結果として,原則的な文書処

理方式とされている順次回覧型が実際に活用されているのは,裁

量領域の狭い法規裁量 (罵束裁量)型の許認可処分など,日 常の

ルーティン・ ワークとして処理されている軽易な事案を決定する

場合に限られてしまっている。

要するに,文書管理規則上の建前 と運用上の実態の間には大き

な乖離が生じているのである。従来の稟議制論はこの点に気づか

ず,重要事案の決定までが軽易な事案 と同様に順次回覧型で処理

されているかのように思い込んでいたことになる。

2 )贋次回覧型の決裁方式

(1)決裁事案の種類と関係者の範囲

さて,それでは,文書管理規則上は原員ll的 な文書処理方式 とさ

れている順次回覧型の決裁方式とはどのような方式なのであろう

か。その典型的な流れ図を示したのが図表16-2で ある。

先に述べたとおり, この方式が採用されているのは比較的に軽

易な事務的事案についてであるため,そ の決裁権が局長に委譲さ

れていて,専決権者は局長であることが多い。また,同 じ理由か

ら, この種の事案の処理には事前の調整を必要 とする関係課は存

在しないのが普通である。そこで,起案文書が回議されるのは,

当該の事案を所掌している主管課の内部 とこの課の属する局の総

務課の内部だけであるのが通例である。

ところで,文書が総務課を経由するのは,日本の行政機関では

局の総務課はいわば局レベルの官房系統組織 として局長を補佐す

べき機関とされていて,局長に上申する文書はすべて総務課の審

査を経曲すべしとする慣行が確立されているからである。また,

審議官は局長のスタッフと考えられているので,審議官の職が設

置されている場合には, これをも経由することになる。

なお,中央省庁の普通の課では係長の下に係員がひとりもいな
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図表 16-2 1i買次回覧型における起案文書の流れ

■

連

葉
者

(主  管 課)            (総  務 課)

(出所)図表16^1に 同じ。

いことも多 く, また総括補佐が法令担当補佐を兼務していること

も多いので,こ のような場合には,文書が回議される関係者の人

数は図表16-2に表示されているものより少なくなる。

(2)起案・回議・決裁 |

起 案     順次回覧型で処理される法規裁量型の許認可事案の場合,そ の

申請書等は主管課の担当職員のところに提出されてくるので,そ

の他の職員は申請書が提出された事実さえ知 らない。したがって,

この事案について最初の行動を起こしうるのは担当職員をおいて

ほかにない。しかも,事案はルーティン・ ワークであり,その処

理方法についてはあらかじめマニュアルが作成されているのが通

例であるから,担当職員はこのマニュアルを参照してこの事案の

処理方針を決め,こ れを記載した起案文書を起案する。
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回 議     その後, この起案文書は,図表16-2の 流れ図に従って,関係

者の机から机へと順次に国議されていく。そして, この過程では

関係者すべてによる個別審議を受けるのが建前である。しかし笑

際には, この文書の記載内容まで点検するのは,せいぜいのとこ

ろ担当職員の直属の上司である係長 とそのまた上の業務担当補佐

くらいのもので,残 りの人々は審議らしい審議など一切せずに文

書の標題を一瞥しただけでただちに承認の押甲をし, これを次の

人に回しているのが常態である。担当職員の事務処理能力を信頼

しているからにほかならない。

決裁または代決  こうして,起案文書が総務課長にまで到達したとき,こ こで総

務課長がこれを局長にまで回議する必要はないと判断すれば,み

ずから専決権者に代わつて代決をして, この事案を決裁してしま

うことも稀ではない。

「代決」とは,本人が承認・決裁の押印をすべき箇所に直下の

者がみずからの印を押し,そ こに代決と書き加え, これをもって

本人の承認・決裁を得たことにするという便法である。この代決

の制度は,本来は本人が不在などの場合にのみ許されている便法

なのであるが,実際には本人が在室している場合にまで頻繁に活

用されてしまっているのである。

平常時の胸 化  このように順次回覧型では回議・決裁の行為が著 しく形骸化し

ていることになるが,平常はこれで何の支障もないと考えられて

いるのである。しかし,汚職事件が発覚したときなど何 らかの不

祥事が発生した後 とか,関係者が新人で不慣れであるときなどに

は, この流れ図上のもっと多 くの人々が実質的な審議をおこなう

ようになる。回議 。決裁の実質は,事情に応じて臨機応変に変動

しているのである。

(3)順次回覧型の特徴

この方式の特徴を要約しておけば,以下のとやりである。

① 決裁事案が軽易なものであるために,｀ 決裁権が委譲され,

〕。3
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関係者の範囲も狭 く,起案者から専決権者にいたる時間的空

間的な距離が比較的に短い。しかも,

② 起案文書は建前上は関係者のすべてによって個別に審議さ

れるべきものであるが,実際にはその多くが省略されるので,

決裁にそれほど時間はかからない。そしてまた,通常は当初

の起案がそのまま承認 ◆決裁されている。したがって,

③ この方式においては,末端の担当職員が事案の処理方針を

実質的に決定していることになる。ただし,そ の起案はあら

かじめ上位者によって制定されたマニュアルに従っておこな

われているのである。

∂
―
持回 り型の決裁方式

(1)1決裁事案の種類と関係者の範囲

これに対して,持回り型の決裁方式が採用されるのは,重要な

政策的事案についてであるから, この場合には決裁権の委譲はお

こなわれておらず,通例は大臣自身が決裁権者である。そして,

官房長以上の人々に上申するときは,かならず官房文書課の審査

を経由すべきことが確立された慣行になっている。

また,重要な政策的事案になればなるほどぅ一般には事前に携

議し,あ るいは事後に裁告して,その承認を取 りつけてお くべき

関係課の数が多 くなる。この関係課は 1省庁内部にとどまらず,

複数省庁に及ぶ場合さえ決して稀ではない。

そこで,こ の種の決裁事案について採用される持回り型の決裁

方式において,起案文書が最終的に処理される形式的意思決定過

程の段階での起案文書の建前上の流れ図を例示したのが,図表16

-3である。この図表では,表示を簡略化するために各課の課長

以上の経路についてのみ表示しているが,各課長が審議する以前

に課内の総括補佐以下の審議を経由していることは,先の図表16

-2の場合 と同様であるから,起案文書について承認を求めるべ



図表 16-3
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持回り型における起案文書の流れ
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的な検討を加え,そ の文章表現を推敲した成案を作成して, これ

を起案文書の形式に起案し, この起案文書 を関係者のところへ持

参して承認を求める形式的意思決定過程の段階とである。

前段の実質的意思決定過程では,決裁事案の検討作業を最初に

始斡させたのが誰であれ, この事案を所掌する主管課が,局の総

務課長・審議官・局長,さ らには官房の関係課長・官房長・事務

次官等の意向を確認した上で,課内において第 1次原案を立案す

る。

ついで,局の総務課および官房の文書課 と協議して,こ の事案

にいささかでも利害関係を有する関係課の範囲を確認し,こ のな

かから重大な利害関係をもつ関係課を事前の政策協議の相手方と

して選び出す。このように,水平的調整の相手方を限定するのは,

調整相手が増えれば増えるほど,調整作業の困難さは増すからで

ある。

さて,事前の政策協議の相手方が決まったら,その関係者を招

集して会議を開き,こ の第 1次案の趣旨を説日月する。その場でも

質疑応答がなされるが,関係課の人々はこれをそれぞれの課に持

ち帰 り, これを課内で検討し,第 1次案に対する質問事項と意見

表示事項をメモにまとめ,こ れを主管課に回答する。主管課では

これら関係課からの反応に対応 して第 2次案をまとめ,再び会議

を招集する。こうしたキャッチボールが,すべての関係課の疑義

が解消されるまで繰 り返される。この過程で主管課と関係課の間

には,しばしば両者の了解事項 を記録にとどめるための覚書が交

換される。

この方法を幾度 も繰 り返しても, どうしても関係課の同意 を得

られないような場合には,局内の関係課については局の総務課に,

局外の関係課については官房文書課に,それぞれ調整工作を依頼

する。そして,他省庁の関係課 との調整は両省庁の官房文書課同

士の協議に委ねられる。こうして幸いにも,すべての関係課の合

「 「
|

(B 局 )

実質的意思決定
過程

と_________」  咀一 一― _____」

(A 局 )

「

― ―

]

（起
察
）

注)な お,平成 13(2001)年 以降は,各省大臣の下に,従来の政務次官に代えて標数の

副大臣・大臣政務官が配置されることになったので,事務次官から大匡にいたる中間

に属」大臣・大臣政務官が介在する可能性があるが, この点は副大臣 。大臣政務官の制

度がどのように運用されるかによる。

(出所)国表 16-1に 同じ。

き関係者の総数はかなりの数に達する。

にもかかわらず,起案文書の起案から決裁にいたる過程に要す

る日数は想像されるほど多 くはない。その理由は以下のとおりで

ある。

(2)1実 質的意思決定 と形式的意思決定 |

持回り型の決裁方式の第 1の特徴は,その意思決定過程が 2段

階に分かれていることである。すなわち,起案文書に盛 り込まれ

るべき原案の大綱について関係者間の合意を形成していく実質的

意思決定過程の段階と,か くして合意に達した大綱に事務的技術

意思決定の
2段階構造
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過程

形式的意思決定

持回りの便法

意が成立すれば, この事案は第 2段階の形式的意思決定過程へと

移行することになるが】合意の形成に失敗すれば, この事案はこ

の第 1段階で断念され,流産することになる。

垂直 。水平の全関係者の合意が成立すると,主管課は,合意さ

れた大綱に細目の肉付けをおこない,文章表現を推敲して,起案

文書に書 くべき成案をまとめる。この成案を主管課の担当職員が

起案様式に清書する。持回り型の決裁方式における担当職員によ

る起案 とは, この起案様式への清書 という行為以上のものではな

い。

先の順次回覧型では,こ の後の回議は起案文書を関係者の机か

ら机へと順次に回覧してい く方法によるが,持回り型の回議では,

主管課の職員が起案文書を持って関係者の面前に赴き,その場で

ただちに承認の押印を求めて回るのである。「持回り」 と呼ばれ

る所以である。こ才l′ により,文書の機密が保持されると同時に,

文書が格段に迅速に処理されることになる。関係課の職員たちが,

審議 らしい審議をすることなしに,その場でただちに承認の押印

をするのは,すでに事前にその内容を熟知し,こ れを承認してい

るからである。

ただし,こ の第 2段階の形式的意思決定過程では,決定に関す

る事前の情報伝達の意味をも込めて,事前調整の相手方の範囲を

越え, もっと広い範囲の関係課に対して起案文書を回議するのが

通例である。そこで,こ の段階にいたって初めてこの事案につい

ての説明を受けることとなった関係課は,事前の意見調整を求め

られなかったことについて苦情を述べ,承認の押印を渋る可能性

が高い。

この持回りの回議では,事前の意見調整が終了していることを

理由にして,回議順位の変更,代決,後伺いなどの便法の活用が

大幅に許容されているために,文書処理に要する時間はさらに一

段 と短縮されている。
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「回議順位の変更」とは,図表16-3に 例示 した流れ図の順序

で回議せずに,そのときどきの便宜に従って,al課→a2課→as課

の順序をal→ a3→ a2の順に変更したり,あ るいはA局→B局→C

局の順をA→ C→ Bの順に変更したりすることをいうのである。

ただし,局内の関係課すべての承認を得るまでは総務課に持ち込

むことを許されず,省庁内の関係局すべての承認を得るまでは官

房に持ち込むことを許されない。

「後伺い」とは,関係者がたまたま不在のときなどに,そ の人

の承認を得ることを後回しにして,その上位者の承認を先に求め

てしまうことである。後伺いにした人に対 しては改めて事後承認

を求めるのが建前なのであるが,実際にはこれを省略してしまう

ことが少なくないという。

(3デ 持薗ウ型あ特徴
この方式の特徴を要約すると,以下のとおりである。

① 起案文書の起案に先立って,大綱について垂直的水平的な

意見調整がおこなわれる。

② この事前の意見調整では,決裁権者の直下に位置し決載権

者を補佐している人々一一 図表16… 3の例示では票務次官・

官房長・主管局長一―の意向があらかじめ聴取され,かれら

の意向に沿って原案が作成されているのであって,こ れらの

人々こそが事案の実質的な決定権者なのである。

③ 関係者間の意見調整は会議形式を基本にしておこなわれる。

① 主管課の担当職員による起案は関係者間の合意の所産 とい

うべき成案を起案様式に清書する行為にすぎず,事案の実質

的な決定行為を意味するものでは全くない。

⑤ 起案文書が作成されて以後の文書処理は,持回りと種々の

便法の許容によって,従来の稟議制論が想定していたほどに

は長い日時を要 していない。



イ 日本の中央省庁の意思決定方式

(1)意思決定方式の特徴点 |

法制と運用の

乖離

集団的意思決定と
セクショナリズム

上述のごとき莫議書型の意思決定方式の運用実態から日本の中

央省庁における意思決定方式にみられる特徴点を抽出してみると

すれば;差 し当たり以下のような諸点を指摘してお くことができ

るであろう。もっとも, これらをどこまで特殊日本的な特徴 と言

い切れるかは,い まだ確かでない。比較対照すべき諸外国の行政

機関内部の意思決定方式について十分な研究成果が畜積されてい

ないからである。

第 1に,法制上の建前と運用上の実態 との間に大幅な乖離が存

在することである。

まず各省庁の法制上の権限はすべて大臣に帰属しているが,内

部的には決裁権が局長・課長に委譲されていることが多い。しか

も,こ の専決権者がおこなうべき決裁をその直下の者が代決して

しまうこともしばしばである。そして,そ の事案の実質的決定権

というべきものはこの代決権者よりさらに下位の者に属している

ことが多い。すなわち,法制上の決定権者→専決権者→代決権者

→実質的決定権者 というずれが生じている。

法制 と運用の乖離は,文書管理規則上は順次回覧型を原則 とし

ておきながら,緊急に処理すべき案件,機密に処理すべき案件 ,

上位者が指導力を発揮すべき案件など,重要な案件になればなる

ほど例外的な方式である持回 り型を活用していること,ま た順次

回覧型の場合であれ持回り型の場合であれ,平常の状態では起案

文書の回議が形骸化していることにもあらわれている。

第 2に ,重要な意思決定は,垂直的な意見調整のときであれ水

平的な意見調整のときであれ,すべて会議の場で集団的におこな

われていることである。

しかも,大部屋の課長席の前で随時におこなわれる会議であれ,
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．一・一・・一一一一．一・・・一一・一
一一一一・一一・一一

一一
一一
一一一
一一
一一一
一一一一一
一一一一・一一一一一一・一・一
一
一
一一一一一・一一・一一一一・一一一一

3【 4 第 16章 日本の中央省庁の意思決定方式  3Fう

官房系統組織の

局長室で開かれる主管課 と総務課・審議官・局長との会議であれ,

ヒエラルヒー構造上の階梯が数段離れている人々が一堂に会して

いる。そして, この会議においては,地位の上下にかかわらず発

言が許容され,説得力のある適切な意見であれば,下級者の意見

であっても採択される。

この種の会議の場こそ,開鎖型任用制の下での職員の職場内研

修 (on thejob traimil住g=03T)の 場になっているのであり,下

級職員にも重要事案への参画意識を与える機会になっているので

ある。

しかしながら,そ の反面で, この集団的意思決定の方式は,セ

クショナリズムの傾向を助長する機能をはたしてもいる。この方

式では,ま ず課単位の意見が集約され,つ いで局単位,省庁単位

の意見が集約されていくことになるが, こうしていったん集団的

に集約されてしまった組織単位の意見は簡単には修正変更されに

くいので,他の課,他の局との意見調整はそれだけむずかしいも

のになり,総務課 とか官房文書課の介入を要する。部内の強い結

束が他部F]に対する排他意識を強めてしまっているのである。こ

とに,他の省庁との合議 (「 あいぎ」と呼ぶ)は,国際間の外交交

渉にも似た独立対等者間の折衝になり,調整・妥協は容易に成立

しない。局長 と局長,大臣と大臣といつた首脳間の直接折衝がめ

ったにおこなわれないのは何故か,興味のあるところである。

日本の中央省庁による政策対応に,迅速性が欠け,タ イ ミング

を失しているきらいがあるとすれば,その主たる原因はこの省庁

間の政策調整に手間暇がかか りすぎていることにある。

第 3に ,すべての意思決定に官房系統組織が関与し,こ れが重

要な役割を演じていることである。

総務課が局長にアクセスする際の経由機関になり,官房文書課

が大臣にアクセスする際の関門になっているというだけではない。

それぞれのレベルの官房系統組織が,主管課に対して政策調整の

関与



相手方を指示し,部内の調整にあたるとともに,郡外に対 しては

部を代表して折衝する役割を担っているのである。総務課は局長

権限の,官房は大臣権限の補佐・代行機関なのである。

抗轟塁
ルヒー秩序 第 4に指摘してお くべきことは,日頭型の意思決定でない限り,

事案についての実質的意思決定がどのような方式でおこなわれょ

うと,最終的には必ず菓議書型の形式的な文書処理がおこなわれ,

その起案文書の処理に際しては,組織内のヒエラルヒー構造を下

から上へと秩序正しく経由することを要求されていることである。

持回り型において便法 として回議順位が変更される場合であっ

ても, この回議順位の変更は同位の組織間についてしか許されて

いない。その限りでは,文書管理規則の建前は維持されており,

日本の中央省庁の意思決定はすべて稟議制によっておこなわれて

いるとも言えるのである。

そして, この菓議制と呼ばれる文書処理方式は,法制上の建前

と運用上の実態との乖離を繕 う仕組みとして,そ してまた職員に

対して日々に繰 り返し,建前上の決裁権限の所在 と地位の上下関

係を再確認させるための仕組みとして機能しているように思われ

るのである。

② !菓議制の組織基盤
:

日本においては何故にこのような稟議制が形成され,今日にい

たるまで維持され続けてきたのであろうか。いいかえれば,日本

の中央省庁の意思決定については,法制上の建前と運用上の実態

との間に何故にこれほどまでの乖離が生じているのであろうか。

この点についてはさまざまな説明が可能であろうが,こ れをいき

なり日本社会の文化 (カ ルチュア)と 結びつけて論ずるのではな

しに,日本の官僚制組織の形成方式 との密接な関連について指摘

しておくべきではないかと思われる。

芽)ギ壻 |   まず第 1に ,戦前の官吏制における高等官・判任官・雇・傭人

の身分岳U   の身分制,戦後の国家公務員待」におけるキャリア・ノンキャリア
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専決権眼の

害u付構造

官房系統組智tの

の身分制 と密接に関連 しているように思われる。

明治維新以来の日本の上級官僚は旧士族 としての同質性に支え

られていた。そして,文官試験制度が確立されて以降は,こ れが

帝国大学法学部出身者 としての同質性にとって代わられた。そし

て,やがては大臣までがこの高級官僚のなかから登用されるよう

になったのであって,大臣から上級官僚にいたるこの高度の同質

性こそが決裁権の下部委譲を促し,代淡を許し,ま た政策立案作

業をキャリア集団を核 とする組織単位の集団的意思決定に委ねる

ことを可能にしてきた最大の要因ではなかったかと思われる。

そしてまた,キ ャリアとノンキャリアの二重構造が通達・通牒

等の行政規則 と内規を制定する必要を生み, この種の執務マニュ

アルの発達がルーティン・ワークの処理を未端担当職員に委ねる

ことを可能にしてきたように思われる。

第 2に ,第 10章で指摘しておいたように, 日本の官僚制組織に

おいては,組織単位間の横の分掌構造が明確であるのに対して,

上下の縦の系列の分業構造,すなわち専決権限の割付構造の方は

決して明細には定められていないため,事案によっては,そ の決

裁を仰 ぐべき専決権者が誰であるのか法制上は詳らかでない場合

が少なくないのである。そこで, この種の事案はいずれのレベル

にまで上申すべきかを,事案ごとにそのつど適宜に判断し振 り分

けてきたのが,稟議制ではナまかったかと思われる。

そしてそれは,法令の空白部分を運用によって補充する慣行に

すぎなかったからこそ,あ る大臣の下では大臣自身の決裁を仰い

でいた事案が別の大臣の下では局長の決裁に委ねられるといつた

ように,そ の時々の上下の人間関係に応じてかなり柔軟に変更す

ることのできるものであったように思われる。

第 3に , この柔軟かつ微妙な意思決定方式の運用を統括するこ

とをとおして課長・局長・大臣を補佐する組織 として発達したの

が,日本に独特の官房系統組織のうちの文書・法令系統組織にほ

幾



かならなかったように患われる。すなわち,それは,各課ごとの

法令担当補佐・総括補佐から局の総務課,官房の文書課を経て,

内閣官房・内閣法制局にまでつながる系統組織である。

(3)1政治主導の強化は菓議制 を変えるか ャ

以上に解説してきたところの日本の中央省庁の意思決定方式は,

これまでの官僚主導体制下においてほぼ定着していたそれである〕

と考えてよい。

副産房薯干
政務宮 しかしながら,1990年代以降の政治改革の流れのなかで,政治

主導を強化しようとする種々の試みが徐々に積み重ねられてきて

いる (第 7章参照)。 そうした流れのなかのひとつとして,図表16

-3の下にも注記 しておいたように,平成13(2001)年 の中央省

庁の再編 と時を同じくして,各省大臣の下に,従来の政務次官に

代え,複数の副大臣と大臣政務官が配置されることになった。こ

の新しい副大臣 ,大臣政務官制度がどの程度まで政治主導の装置

として活用されることになるのか否かは,今 しばらく制度運用の

経過を見てみなければ何 とも言えないが,こ れが政治主導の装置

として機能するようになれば,大臣・副大臣・大臣政務官が上述

した持回り型の決裁方式の,ま ず前段の実質的意思決定過程にお

いて実質的な決定権者 として登場してくる可能性がある。

副大臣はスタッフか そして,複数の副大臣がそれぞれ数局を分担管理するラインと
ラインか

して各省大臣を補佐する仕組みが採用されるのであれば,省庁間

の調整 も,大臣官房と大臣官房の間の折衝に委ねられるのではな

しに,それぞれの省庁の担当副大臣の間の調整になるかもしれな

い 。

ついで後段の形式的意思決定過程 との関連では,副大臣 。大臣

政務官が従来の政務次官と同様に各省大臣のスタッフとして位置

づけられるにとどまるのであれば,図表16-3の 文書の流れ図に

もほとんど変化は生じないであろう。しかしながら,複数の副大

臣がそれぞれ数局を分担管理するラインとして活用されるのであ
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． れば,局長による文書の決裁が終了した後, この文書が大臣官房

に持回られる前に,担当の副大臣の決裁を受けておかなければな

らないことになるかもしれない。そうなれば,図表16-3に 表示

されている文書の流れにも相当に大きな変化を生じることになる。

副大臣 ,大臣政務官制度の導入が,あ るいは政治主導の強化が,

従来の官僚主導体制下の稟議制の慣習に,あるいは大臣官房の役

割と機能にどの程度の変容を迫ることになるのかならないのか,

まことに興味深いところである。
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